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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示エリアと、前記表示エリア内の指紋読取エリアとを含む前面を備えるディスプレイ
カバーガラスを有する電子ディスプレイと、
　第1の平面導光路と、
　少なくとも1つの光検知素子であって、
　　受光された散乱光を検出することであって、
　　　前記受光された散乱光は、光と、前記指紋読取エリア内で前記前面と少なくとも部
分的に光学的に接触している物体との相互作用から生じる、検出することと、
　　前記光検知素子の視野内で、前記物体の複数の画像を記録することであって、
　　　前記複数の画像のそれぞれは、前記物体からそれぞれの角度で散乱されるとともに
、前記光検知素子によって検出される前に、前記第1の平面導光路内で、それぞれの回数
の内部反射を受ける光に対応する、記録することと、
　　プロセッサに、前記複数の画像の画像データを出力することと
を行うように構成される少なくとも1つの光検知素子と
を備え、
　前記それぞれの角度および前記それぞれの回数の内部反射は、前記複数の画像のそれぞ
れで異なり、
　前記プロセッサは、前記画像データから、前記電子ディスプレイのユーザの指紋を認識
するように構成される、装置。
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【請求項２】
　前記指紋読取エリアは、前記表示エリアと同じ広がりを有する、請求項1に記載の装置
。
【請求項３】
　前記光検知素子は、前記ディスプレイカバーガラスの前記前面を含む平面内に、または
前記平面の後方に配置される、請求項1に記載の装置。
【請求項４】
　前記光検知素子は、前記表示エリアの外側に存在するか、前記表示エリアの周辺部に近
接して存在するか、またはその両方である、請求項1に記載の装置。
【請求項５】
　前記光検知素子はカメラを含む、請求項1に記載の装置。
【請求項６】
　前記カメラは光軸を有するレンズを含み、前記カメラは、前記光軸が前記前面に対して
平行になるようにして配置される、請求項5に記載の装置。
【請求項７】
　前記カメラはビデオグラフィックスアレイマイクロカメラを含む、請求項5に記載の装
置。
【請求項８】
　前記第1の平面導光路は、前記前面に近接し、かつその後方に配置されるとともに、前
記受光された散乱光を前記光検知素子に向かって変向するように構成される、請求項1に
記載の装置。
【請求項９】
　前記光検知素子は前記第1の平面導光路に光学的に結合される、請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ディスプレイカバーガラスは、前記第1の平面導光路を含む、請求項8に記載の装置
。
【請求項１１】
　前記散乱光のうちの少なくとも一部は、前記光検知素子によって検出される前に、前記
第1の平面導光路内で2回以上の内部反射を受ける、請求項8に記載の装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記画像データに基づいて、ユーザが認定ユーザであるか否かを判
断するように構成される、請求項1に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記画像データに基づいて、ユーザの生体認証を行うように構成さ
れる、請求項1に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記ユーザが前記電子ディスプレイの画面とやりとりしている間に
、前記生体認証をリアルタイムに行うように構成される、請求項13に記載の装置。
【請求項１５】
　前記生体認証は、ユーザの身元を判断すること、前記ユーザが認定ユーザであることを
認証すること、または別の方法で前記指紋を分類することのうちの1つまたは複数を含む
、請求項13に記載の装置。
【請求項１６】
　前記電子ディスプレイは、遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合され、前記プロセ
ッサは、前記遠隔ロック可能デバイスに、前記生体認証後にロックさせるかまたはロック
解除させることができる、請求項13に記載の装置。
【請求項１７】
　前記電子ディスプレイは、有線またはワイヤレス通信リンクによって、前記遠隔ロック
可能デバイスと通信可能に結合される、請求項16に記載の装置。
【請求項１８】
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　前記電子ディスプレイはウェアラブルデバイスとして構成される、請求項16に記載の装
置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、前記電子ディスプレイに、生体認証に基づいてユーザに合わせたコ
ンテンツを提示させるように構成される、請求項13に記載の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、何人かの個々のユーザごとに特有のアプリケーションプロファイル
のうちの1つまたは複数に応答して、かつそのような個々のユーザの使用履歴および選好
に応答して、前記ユーザに合わせたコンテンツを表示するように構成される、請求項19に
記載の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、連続的な生体認証、およびディスプレイ画面と同時にやりとりとし
ている複数のユーザの生体認証のうちの1つまたは複数を実行するように構成される、請
求項13に記載の装置。
【請求項２２】
　前記電子ディスプレイは、前記電子ディスプレイと通信可能に結合される装置または電
子デバイスのユーザに入力/出力インターフェースを提供する、請求項1に記載の装置。
【請求項２３】
　前記電子ディスプレイは、前記第1の平面導光路の中に、または前記第1の平面導光路を
通して光を誘導する少なくとも1つの光源を含む、請求項1に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも1つの光源は、液晶またはフィールドシーケンシャルカラーディスプレ
イのバックライト、反射型ディスプレイのフロントライト、放射型ディスプレイ、前記デ
ィスプレイカバーガラスのアートワークエリアを通って真下に放射される赤外光のうちの
1つまたは複数を含む、請求項23に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも1つの光源は、前記表示エリアの外側に、または前記表示エリアの周辺
部に近接して配置される、請求項23に記載の装置。
【請求項２６】
　前記電子ディスプレイは、前記第1の平面導光路の後方に配置され、かつ光源から受光
された光を前記前面に対して直交する成分を有する方向に変向するように構成される第2
の平面導光路を含む、請求項1に記載の装置。
【請求項２７】
　前記光検知素子は、ユーザ付属物の表面によって放射される赤外光を検出するように構
成される、請求項1に記載の装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサは、前記放射された赤外光の測定値に基づいて、ユーザ付属物の生存性
判断を行うように構成される、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　表示エリアと、前記表示エリア内の光学撮像エリアとを含む前面を備えるディスプレイ
カバーガラスを有する電子ディスプレイと、
　第1の平面導光路と、
　少なくとも1つの光検知素子であって、
　　受光された散乱光を検出することであって、
　　　前記受光された散乱光は、光と、前記光学撮像エリア内で前記前面と光学的に接触
している物体との相互作用から生じる、検出することと、
　　前記光検知素子の視野内で、前記物体の複数の画像を記録することであって、
　　　前記複数の画像のそれぞれは、前記物体からそれぞれの角度で散乱されるとともに
、前記光検知素子によって検出される前に、前記第1の平面導光路内で、それぞれの回数
の内部反射を受ける光に対応する、記録することと、
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　　プロセッサに、前記複数の画像の画像データを出力することと
を行うように構成される少なくとも1つの光検知素子と
を備え、
　前記それぞれの角度および前記それぞれの回数の内部反射は、前記複数の画像のそれぞ
れで異なり、
　前記プロセッサは、前記画像データから、前記物体の特性を認識するように構成される
、装置。
【請求項３０】
　前記光学撮像エリアは、前記表示エリアと同じ広がりを有する、請求項29に記載の装置
。
【請求項３１】
　前記物体は、ユーザの指または他の付属物であり、前記光学撮像エリアは、指紋読取装
置として構成される、請求項29に記載の装置。
【請求項３２】
　前記物体は、ユーザの指もしくは他の付属物か、または撮像されるべき物体である、請
求項29に記載の装置。
【請求項３３】
　前記撮像されるべき物体は、バーコード識別子または暗号透かしのうちの1つまたは複
数を含むドキュメントまたは表示画像である、請求項32に記載の装置。
【請求項３４】
　前記光検知素子はカメラであり、前記カメラは光軸を有するレンズを含み、
　前記カメラは、前記光軸が前記前面に対して平行になるようにして配置される、請求項
29に記載の装置。
【請求項３５】
　前記プロセッサは、前記画像データに基づいて、ユーザの認証を行うように構成される
、請求項29に記載の装置。
【請求項３６】
　前記電子ディスプレイは、遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合され、前記プロセ
ッサは、前記遠隔ロック可能デバイスに、前記ユーザの前記認証後にロックさせるか、ま
たはロック解除させることができる、請求項35に記載の装置。
【請求項３７】
　前記プロセッサは、前記認証に基づいて、ユーザに合わせたコンテンツを表示するよう
に構成される、請求項35に記載の装置。
【請求項３８】
　表示エリアと、前記表示エリア内の指紋読取エリアとを含む前面を備えるディスプレイ
カバーガラスを有する電子ディスプレイと、
　第1の平面導光路と、
　受光された散乱光を検出するための手段であって、前記受光された散乱光は、光と、前
記前面の前記指紋読取エリアと少なくとも部分的に光学的に接触している物体との相互作
用から生じる、手段と
を備え、
　受光された散乱光を検出するための前記手段は、
　光検知素子の視野内で、前記物体の複数の画像を記録することであって、
　　前記複数の画像のそれぞれは、前記物体からそれぞれの角度で散乱されるとともに、
前記光検知素子によって検出される前に、前記第1の平面導光路内で、それぞれの回数の
内部反射を受ける光に対応する、記録することと、
　プロセッサに、前記複数の画像の画像データを出力することと
を行うように構成され、
　前記それぞれの角度および前記それぞれの回数の内部反射は、前記複数の画像のそれぞ
れで異なり、
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　前記プロセッサは、前記画像データから、前記電子ディスプレイのユーザの指紋を認識
するように構成される、装置。
【請求項３９】
　前記指紋読取エリアは、前記表示エリアと同じ広がりを有する、請求項38に記載の装置
。
【請求項４０】
　前記プロセッサは、前記画像データに基づいて、ユーザが認定ユーザであるか否かを判
断するように構成される、請求項38に記載の装置。
【請求項４１】
　前記プロセッサは、前記画像データに基づいて、ユーザの生体認証を行うように構成さ
れる、請求項38に記載の装置。
【請求項４２】
　光検知素子を用いて、受光された散乱光を検出するステップであって、前記受光された
散乱光は、光と、電子ディスプレイのディスプレイカバーガラスの前面の指紋読取エリア
と少なくとも部分的に光学的に接触している物体との相互作用から生じ、前記前面は表示
エリアを有し、前記指紋読取エリアは前記表示エリア内にある、ステップと、
　前記光検知素子からプロセッサに指紋画像データを出力するステップと
を含み、
　前記光検知素子は、
　　前記光検知素子の視野内で、前記物体の複数の画像を記録することであって、
　　　前記複数の画像のそれぞれは、前記物体からそれぞれの角度で散乱されるとともに
、前記光検知素子によって検出される前に、第1の平面導光路内で、それぞれの回数の内
部反射を受ける光に対応する、記録することと、
　　プロセッサに、前記複数の画像の画像データを出力することと
を行うように構成され、
　前記それぞれの角度および前記それぞれの回数の内部反射は、前記複数の画像のそれぞ
れで異なり、
　前記プロセッサは、前記画像データから、前記電子ディスプレイのユーザの指紋を認識
するように構成される、方法。
【請求項４３】
　前記指紋読取エリアは、前記表示エリアと同じ広がりを有する、請求項42に記載の方法
。
【請求項４４】
　プロセッサを用いて、前記指紋画像データに基づいて、ユーザが認定ユーザであるか否
かを判断するステップをさらに含む、請求項42に記載の方法。
【請求項４５】
　プロセッサを用いて、前記指紋画像データに基づいて、ユーザの生体認証を行うステッ
プをさらに含む、請求項42に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本開示は、2014年4月28日に出願された“DISPLAY-INTEGRATED USER-CLASSIFICATION, S
ECURITY AND FINGERPRINT SYSTEM”と題する米国仮特許出願第61/985,305号(代理人整理
番号第QUALP249PUS/144437P1)および2014年9月29日に出願された“DISPLAY-INTEGRATED U
SER-CLASSIFICATION, SECURITY AND FINGERPRINT SYSTEM”と題する米国特許出願第14/49
9,860号(代理人整理番号第QUALP249US/144437)の優先権を主張する。これらの先願の開示
は、本開示の一部と見なされ、参照により本開示に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、電子デバイスのユーザの生体認証のための技法に関し、より具体的には、指
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紋読取装置と統合されるユーザ入力/出力インターフェースを提供する電子ディスプレイ
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　指紋読取装置は、パスワードに基づくセキュリティに代わるか、またはパスワードに基
づくセキュリティを改善するセキュリティバイオメトリクス指標として、モバイルフォン
、タブレットおよびノートブックのようなコンシューマデバイスにおいて一般的になりつ
つある。通常、モバイルデバイスのディスプレイ画面に近接するが、それとは別に専用の
指紋読取装置が配置される。ディスプレイ画面は、ユーザの認証が必要とされるときに、
指紋読取装置にタッチするようにユーザに指示するメッセージを表示することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許出願第13/480,377号
【特許文献２】特許出願第61/947,971号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示のシステム、方法、およびデバイスはそれぞれ、いくつかの革新的な態様を有し
、それらの態様はいずれも、本明細書に開示された所望の属性を単独で担うものではない
。
【０００６】
　本開示において説明される主題の1つの革新的な態様は表示エリアと、表示エリア内の
指紋読取エリアとを含む前面を備えるディスプレイカバーガラスを有する電子ディスプレ
イを含む装置において実施することができる。また、電子ディスプレイは、受光された散
乱光を検出するように構成される少なくとも1つの光検知素子を含み、受光された散乱光
は、光と、指紋読取エリア内で前面と少なくとも部分的に光学的に接触している物体との
相互作用から生じる。光検知素子は、プロセッサに指紋画像データを出力するように構成
される。
【０００７】
　いくつかの実施態様によれば、本装置は電子ディスプレイを含み、電子ディスプレイは
、表示エリアと、表示エリア内の指紋読取エリアとを含む前面を備えるディスプレイカバ
ーガラスと、受光された散乱光を検出することであって、受光された散乱光は、光と、指
紋読取エリア内で前面と少なくとも部分的に光学的に接触している物体との相互作用から
生じる、検出することと、プロセッサに指紋画像データを出力することとを行うように構
成される少なくとも1つの光検知素子とを有する。
【０００８】
　いくつかの例では、指紋読取エリアは、表示エリアと実質的に同じ広がりを有すること
ができる。
【０００９】
　いくつかの例では、光検知素子は、ディスプレイカバーガラスの前面を含む平面内に、
またはその平面の後方に配置することができる。
【００１０】
　いくつかの例では、光検知素子は、表示エリアの外側に存在するか、表示エリアの周辺
部に近接して存在するか、またはその両方とすることができる。
【００１１】
　いくつかの例では、光検知素子はカメラを含むことができる。カメラは光軸を有するレ
ンズを含むことができ、カメラは、光軸が前面に対して概ね平行になるようにして配置さ
れる。いくつかの例では、カメラは、ビデオグラフィックスアレイマイクロカメラを含む
ことができる。



(7) JP 6623171 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

【００１２】
　いくつかの例では、電子ディスプレイは、前面に近接し、その後方に配置され、受光さ
れた散乱IR光を光検知素子に向かって変向するように構成される第1の平面導光路を含む
ことができる。光検知素子は、第1の平面導光路と光学的に結合することができる。いく
つかの例では、ディスプレイカバーガラスは、第1の平面導光路を含むことができる。い
くつかの例では、散乱光のうちの少なくとも一部は、光検知素子によって検出される前に
、平面導光路内で2回以上の内部反射を受ける場合がある。
【００１３】
　いくつかの例では、プロセッサは、指紋画像データに基づいて、ユーザが認定ユーザで
あるか否かを判断するように構成することができる。
【００１４】
　いくつかの例では、プロセッサは、指紋画像データに基づいて、ユーザの生体認証を行
うように構成することができる。プロセッサは、ユーザが電子ディスプレイ画面とやりと
りしている間に、生体認証をリアルタイムに行うように構成することができる。いくつか
の例では、生体認証は、ユーザの身元を判断すること、ユーザが認定ユーザであることを
認証すること、または別の方法で指紋を分類することのうちの1つまたは複数を含むこと
ができる。いくつかの例では、電子ディスプレイは、遠隔ロック可能デバイスと通信可能
に結合することができ、プロセッサは、遠隔ロック可能デバイスに、生体認証後にロック
させるか、またはロック解除させることができる。電子ディスプレイは、有線またはワイ
ヤレス通信リンクによって、遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合することができる
。いくつかの例では、電子ディスプレイは、ウェアラブルデバイスとして構成することが
できる。いくつかの例では、プロセッサは、生体認証に基づいて、電子ディスプレイに、
ユーザに合わせたコンテンツを提示させるように構成することができる。プロセッサは、
何人かの個々のユーザごとに特有のアプリケーションプロファイルのうちの1つまたは複
数に応答して、かつそのような個々のユーザの使用履歴および選好に応答して、ユーザに
合わせたコンテンツを表示するように構成することができる。いくつかの例では、プロセ
ッサは、連続的な生体認証、および/またはディスプレイ画面と同時にやりとりとしてい
る複数のユーザの生体認証のうちの1つまたは複数を実行するように構成することができ
る。
【００１５】
　いくつかの例では、電子ディスプレイは、電子ディスプレイと通信可能に結合される装
置または電子デバイスのユーザに入力/出力インターフェースを提供することができる。
【００１６】
　いくつかの例では、電子ディスプレイは、平面導光路の中に、または平面導光路を通し
て光を誘導する少なくとも1つの光源を含むことができる。少なくとも1つの光源は、液晶
またはフィールドシーケンシャルカラーディスプレイのバックライト、反射型ディスプレ
イのフロントライト、放射型ディスプレイ、カバーガラスのアートワークエリアを通って
真下に放射される赤外光のうちの1つまたは複数を含むことができる。いくつかの例では
、少なくとも1つの光源は、表示エリアの外側に、または表示エリアの周辺部に近接して
配置することができる。
【００１７】
　いくつかの例では、電子ディスプレイは、第1の平面導光路の後方に配置され、光源か
ら受光された光を前面に対して直交する実質的な成分を有する方向に変向するように構成
される第2の平面導光路を含むことができる。
【００１８】
　いくつかの例では、光検知素子は、ユーザ付属物の表面によって放射される赤外光を検
出するように構成することができる。プロセッサは、放射された赤外光の測定値に基づい
て、ユーザ付属物の生存性(liveness)判断を行うように構成することができる。
【００１９】
　いくつかの実施態様によれば、本装置は電子ディスプレイを含み、電子ディスプレイは
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、表示エリアと、表示エリア内の光学撮像エリアとを含む前面を備えるディスプレイカバ
ーガラスと、受光された散乱光を検出することであって、受光された散乱光は、光と、光
学撮像エリア内で前面と光学的に接触している物体との相互作用から生じる、検出するこ
とと、プロセッサに画像データを出力することとを行うように構成される少なくとも1つ
の光検知素子とを有する。
【００２０】
　いくつかの例では、光学撮像エリアは、表示エリアと実質的に同じ広がりを有すること
ができる。
【００２１】
　いくつかの例では、物体は、ユーザの指または他の付属物とすることができ、光学撮像
エリアは、指紋読取装置として構成される。
【００２２】
　いくつかの例では、物体は、ユーザの指もしくは他の付属物であるか、または撮像され
るべき物体である。撮像されるべき物体は、バーコード識別子または暗号透かしのうちの
1つまたは複数を含むドキュメントまたは表示画像とすることができる。
【００２３】
　いくつかの例では、光検知素子はカメラとすることができ、カメラは光軸を有するレン
ズを含み、カメラは、光軸が前面に対して概ね平行になるようにして配置することができ
る。
【００２４】
　いくつかの例では、プロセッサは、画像データに基づいて、ユーザの認証を行うように
構成することができる。電子ディスプレイは、遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合
することができ、プロセッサは、遠隔ロック可能デバイスに、ユーザの認証後にロックさ
せるか、またはロック解除させることができる。いくつかの例では、プロセッサは、認証
に基づいて、ユーザに合わせたコンテンツを表示するように構成することができる。
【００２５】
　いくつかの実施態様によれば、本装置は電子ディスプレイを含み、電子ディスプレイは
、表示エリアと、表示エリア内の指紋読取エリアとを含む前面を備えるディスプレイカバ
ーガラスと、受光された散乱光を検出することであって、受光された散乱光は、光と、指
紋読取エリア内で前面と少なくとも部分的に光学的に接触している物体との相互作用から
生じる、検出することと、プロセッサに指紋画像データを出力することとを行うための手
段とを有する。
【００２６】
　いくつかの実施態様によれば、本方法は、光検知素子を用いて、受光された散乱光を検
出することであって、受光された散乱光は、光と、電子ディスプレイのディスプレイカバ
ーガラスの前面の指紋読取エリアと少なくとも部分的に光学的に接触している物体との相
互作用から生じ、前面は表示エリアを有し、指紋読取エリアは表示エリア内にある、検出
することと、光検知素子からプロセッサに指紋画像データを出力することとを含む。
【００２７】
　いくつかの例では、本方法は、プロセッサを用いて、指紋画像データに基づいて、ユー
ザが認定ユーザであるか否かを判断することを含むことができる。
【００２８】
　いくつかの例では、本方法は、プロセッサを用いて、指紋画像データに基づいて、ユー
ザの生体認証を行うことを含むことができる。
【００２９】
　本明細書において説明される主題の1つまたは複数の実施態様の詳細が、添付の図面お
よび以下の説明に記載される。他の特徴、態様および利点は、説明、図面および特許請求
の範囲から明らかになるであろう。以下の図の相対寸法は、縮尺通りには描かれていない
場合があることに留意されたい。種々の図面における同様の参照番号および名称は、同様
の要素を示す。
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【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】一実施態様による、電子ディスプレイの簡略化されたブロック図である。
【図２】一実施態様による、電子ディスプレイの断面立面図である。
【図３】本明細書で開示されている技法を用いて取得されたカメラ画像の一例を示す図で
ある。
【図４】本明細書で開示されている技法を用いて取得された別のカメラ画像の一例を示す
図である。
【図５】万華鏡効果の一例を示す図である。
【図６】別の実施態様による、電子ディスプレイの断面立面図である。
【図７】電子ディスプレイが遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合される構成の簡略
化されたブロック図である。
【図８】いくつかの実施態様による、指紋画像データを取得するためのプロセスフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下の説明は、本開示の革新的な態様を説明する目的のための特定の実施態様に向けら
れている。しかしながら、本明細書における教示は、数多くの異なる方法において適用で
きることは当業者には容易に認識されよう。説明される実施態様は、動いている(たとえ
ば、映像)か静止している(たとえば、静止画像)かにかかわらず、また文字であるか、絵
であるか、写真であるかにかかわらず、画像を表示するように構成することができる任意
のデバイスまたはシステムにおいて実施することができる。より詳細には、説明される実
施態様は、限定はしないが、モバイル電話、マルチメディアインターネットによって使用
できる携帯電話、モバイルテレビ受像機、ワイヤレスデバイス、スマートフォン、Blueto
oth(登録商標)デバイス、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス電子メール受信機、ハンドヘル
ドコンピュータまたはポータブルコンピュータ、ネットブック、ノートブック、スマート
ブック、タブレット、プリンタ、複写機、スキャナ、ファクシミリデバイス、GPS受信機/
ナビゲータ、カメラ、MP3プレーヤ、カムコーダ、ゲームコンソール、腕時計、時計、計
算機、テレビモニタ、フラットパネルディスプレイ、電子読取りデバイス(電子書籍端末
など)、コンピュータモニタ、自動車用ディスプレイ(走行距離計ディスプレイおよび速度
計ディスプレイなどを含む)、コックピット制御機器および/またはディスプレイ、カメラ
視野ディスプレイ(車両における後方視野カメラの表示など)、電子写真、街頭ビジョンま
たは電子看板、映写機、建築構造、電子レンジ、冷蔵庫、ステレオシステム、カセットレ
コーダまたはカセットプレーヤ、DVDプレーヤ、CDプレーヤ、VCR、ラジオ、ポータブルメ
モリチップ、洗濯機、乾燥機、洗濯/乾燥機、駐車メータ、パッケージング(電気機械シス
テム(EMS)、マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)、および非MEMSアプリケーシ
ョンにおけるものなど)、美的構造(たとえば、宝石上への画像の表示)、ならびに種々のE
MSデバイスなどの種々の電子デバイスに含まれる場合があるか、またはそれらの電子デバ
イスに関連付けられる場合があると考えられる。本明細書の教示は、限定はしないが、電
子スイッチングデバイス、無線周波数フィルタ、センサ、加速度計、ジャイロスコープ、
動作検知デバイス、磁気計、家庭用電子機器用の慣性構成要素、家庭用電化製品の部品、
バラクタ、液晶デバイス、電気泳動デバイス、駆動方式、製造プロセス、および電子試験
機器などの、ディスプレイを備えない適用例において使用することもできる。したがって
、それらの教示には、単に図に示されている実施態様に限定されることを意図するもので
はなく、代わりに、当業者には容易に明らかになるように、広範囲にわたる適用性を有し
ている。
【００３２】
　本明細書において以下に説明されるのは、ディスプレイ画面エリアの外部にある専用の
指紋読取装置を必ずしも用いることなく、ディスプレイ画面エリア内で指紋、または撮像
されるべき他の物体を撮像するための新たな技法である。また、本技法は、ユーザがディ
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スプレイ画面とやりとりしている間にユーザのリアルタイム生体識別を可能にする。いく
つかの実施態様では、ディスプレイ画面は、コンピュータ、自動車、ドア、家庭電化製品
、医療デバイスまたは他のデバイスのような遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合さ
れる、たとえば、スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスの一部として構成され
る。そのような実施態様では、ユーザの指紋は、ウェアラブルデバイスのディスプレイ画
面によって撮像し、マイクロプロセッサによって処理することができ、マイクロプロセッ
サは、ユーザの身元の認証後に遠隔ロック可能デバイスにロックさせるか、またはロック
解除させるなどのコマンドを、遠隔デバイスに送信することができる。
【００３３】
　本開示において説明される主題の特定の実施態様は、以下の潜在的な利点のうちの1つ
または複数を実現するために実施することができる。従来技術に比べて、本明細書で開示
されている技法は、電子ディスプレイの周辺部の外側に指紋読取装置を設けるのではなく
、電子ディスプレイの周辺部内に指紋読取機能を組み込む、よりコンパクトな電子デバイ
スを可能にする。さらに、電子ディスプレイがタッチスクリーンユーザインターフェース
を提供する場合、本明細書で開示されている技法は、1人または複数のユーザがディスプ
レイとやりとりしている間に、1人または複数のユーザの身元の自動的かつ連続的な検証
を可能にする。
【００３４】
　本開示において説明される主題の1つの革新的な態様は、ディスプレイカバーガラスの
平面内に、またはその平面の後方にそれぞれ取り付けられる、たとえば、画像センサアレ
イカメラのような1つまたは複数の光検知素子を含む電子ディスプレイにおいて実施する
ことができる。カメラは、ビデオグラフィックスアレイマイクロカメラとすることができ
、そこから人の指紋の画像を取得することができる画像データを出力することができる。
いくつかの実施態様では、ディスプレイ画面は、コンピュータ、自動車、家庭電化製品、
医療デバイスまたは他のデバイスのような遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合され
る、たとえば、スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスの一部として構成される
。そのような実施態様では、ユーザの指紋は、ウェアラブルデバイスのディスプレイ画面
によって撮像し、マイクロプロセッサによって処理することができ、マイクロプロセッサ
は、ユーザの身元の認証後に遠隔ロック可能デバイスにロックさせるか、またはロック解
除させるなどのコマンドを、遠隔デバイスに送信することができる。
【００３５】
　いくつかの実施態様によれば、装置または電子デバイスが、装置のユーザに入力/出力(
I/O)インターフェースを提供するために、電子ディスプレイと協働することができる。電
子ディスプレイは、表示エリアを含む前面を有する。装置は電子ディスプレイを含む場合
があるか、または電子ディスプレイに電気的に、もしくはワイヤレスで結合される場合が
ある。装置は、プロセッサと、平面導光路と、光源と、1つまたは複数のカメラとを含む
ことができる。平面導光路は、前面に隣接して、前面の後方に配置することができる。い
くつかの実施態様では、平面導光路は、平面導光路がモバイルデバイス、コンピュータモ
ニタ、テレビなどのディスプレイ層とユーザとの間に配置されるように、ディスプレイ層
に近接して、かつ平行に配置されるカバーガラスまたはレンズを含むことができる。本明
細書および特許請求の範囲において用いられるときに、「平面導光路」という用語のさら
に深い理解は、本発明の譲受人に譲渡され、その開示が、すべての目的のために、参照す
ることによってその全体が本出願に組み込まれる特許出願第13/480,377号“FULL RANGE G
ESTURE SYSTEM”」および特許出願第61/947,971号“LARGE AREA INTERACTIVE DISPLAY SC
REEN”を参照することによって得ることができる。
【００３６】
　1つまたは複数のカメラは、表示エリアの周辺部に近接して配置することができる。ユ
ーザの指または撮像されるべき別の物体のような物体が、電子ディスプレイの前面と接触
するとき、物体から散乱した光が、平面導光路内で内部全反射(TIR)を受ける場合がある
。TIRを受けた光のうちの少なくとも一部が、1つまたは複数のカメラに達する場合がある
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。カメラは、そのようなTIRを受けた光を検出し、プロセッサにTIRを受けた被検出光に対
応する画像データを出力することができる。プロセッサは、画像データから、ユーザの指
紋を認識することができる。
【００３７】
　図1は、一実施態様による、電子ディスプレイの簡略化されたブロック図を示す。電子
ディスプレイ100は、前面167(図2)を有し、表示エリア101を含むディスプレイカバーガラ
ス165(図2)を含む。また、前面は光学撮像エリア102を含む。光学撮像エリア102は、「指
紋読取エリア」と呼ばれる場合もある。図1に示されるように、光学撮像エリア102は、表
示エリア101内の個別領域とすることができる。いくつかの実施態様では、光学撮像エリ
ア102は、表示エリア101と実質的に同じ広がりを有することができる。電子ディスプレイ
100は、光を検出するように構成される少なくとも1つの光検知素子133を含む。本明細書
において後にさらに詳細に説明されるように、感光素子133は、物体が光学撮像エリア102
内の前面167と少なくとも部分的に光学的に接触しているときに、光と物体との相互作用
の結果として生じる散乱光を受光することができる。
【００３８】
　感光素子133は、プロセッサ1004に、物体画像データを出力することができる。いくつ
かの実施態様では、たとえば、感光素子133は、プロセッサ1004に指紋画像データを出力
することができる。プロセッサ1004は、感光素子133、および電子ディスプレイ100の他の
要素と通信可能に結合される場合がある。いくつかの実施態様では、プロセッサ1004は、
電子ディスプレイ100の一体部品とすることができる。他の実施態様では、図1において示
唆されるように、プロセッサ1004は電子ディスプレイ100とは別に構成することができる
。いくつかの実施態様では、プロセッサは、たとえば、遠隔サーバ内に、遠隔して位置す
ることができる。
【００３９】
　いくつかの実施態様では、プロセッサ1004は、ユーザの身元を特定するように構成する
ことができる。たとえば、プロセッサ1004は、感光素子133から受信された指紋画像デー
タと、既知のユーザおよび/または認定ユーザの指紋画像データとを比較するように構成
することができる。結果として、プロセッサ1004は、感光素子133から受信された指紋画
像データに基づいて、ユーザが認定ユーザであるか否かに関する判断を行うように構成す
ることができる。いくつかの実施態様では、プロセッサ1004は、指紋画像データに基づい
て、ユーザの生体認証を行うように構成することができる。たとえば、指紋画像データは
、ユーザが指または他の付属物によって光学撮像エリア102に関与するときに取得するこ
とができ、ユーザの身元を認証するために、既知の指紋画像のデータベースと比較するこ
とができる。いくつかの実施態様では、プロセッサは、ユーザが電子ディスプレイ画面と
やりとりしている間に、ユーザが認定ユーザであるか否かを判断するか、またはリアルタ
イムに生体認証を行うように構成することができる。結果として、電子金融取引、オンラ
インゲーム、医療記録要求など適用例の場合に、より安全性の高いユーザインターフェー
スを取得することができる。
【００４０】
　いくつかの実施態様では、プロセッサ1004は、生体認証に基づいて、電子ディスプレイ
に、ユーザに合わせたコンテンツを提示させるように構成することができる。たとえば、
生体認証を行ったときに、プロセッサ1004は、電子ディスプレイにユーザの秘密情報を提
示させるように、もしくは電子ディスプレイがユーザの秘密情報を提示できるように、ま
たは電子ディスプレイに既知のユーザ選好に基づいてコンテンツを提示させるように、も
しくは電子ディスプレイが既知のユーザ選好に基づいてコンテンツを提示できるように構
成することができる。
【００４１】
　図2は、一実施態様による、電子ディスプレイ100の断面立面図を示す。電子ディスプレ
イ100は、第1の平面導光路165(本明細書において、「カバーレンズ」または「カバーガラ
ス」と呼ばれる場合がある)を含むことができる。第1の平面導光路165は、電子ディスプ



(12) JP 6623171 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

レイ100の前面167に隣接し、その後方に配置することができる。いくつかの実施態様では
、第2の平面導光路135(本明細書において、「バックライト」と呼ばれる場合もある)を、
第1の平面導光路165の後方に配置することができる。第1の平面導光路165と第2の平面導
光路135との間にディスプレイ層145を配置することができる。
【００４２】
　例示される実施形態では、電子ディスプレイ100は、光源131と、光検知素子133(たとえ
ば、本明細書において「カメラ」と呼ばれる場合もある)とを含む。光源131は、たとえば
、発光ダイオード(LED)とすることができる。いくつかの実施態様では、光源131は、第2
の平面導光路135の周囲にわたって配置される複数のLEDを含むことができる。光源131は
、赤外線、赤色、青色、緑色、もしくは別の色、または色の組合せ、または白色光を出力
することができる。例示される実施態様では、光源131は、第2の平面導光路135のエッジ
に近接して配置される。しかしながら、他の実施態様では、光源131は、液晶もしくはフ
ィールドシーケンシャルカラーディスプレイのバックライト、反射ディスプレイ(たとえ
ば、干渉変調器(IMOD)ディスプレイ)のフロントライト、放射ディスプレイ(たとえば、有
機発光ダイオードディスプレイ)からの光、または可視光を通さないカバーガラスのアー
トワークエリアを通り抜けて下方に放射される赤外光を含むことができる。
【００４３】
　カメラ133は、いくつかの実施態様では、ビデオグラフィックスアレイ(VGA)マイクロカ
メラである。カメラ133は、白黒カメラとすることができ、光フィルタを含むことができ
る。カメラ133は、約500μm径のレンズを含むことができ、4mm径未満のセンサパッケージ
内に収容される場合がある。結果として、カメラ133は、電子ディスプレイ100のスタック
高に目に見えて加わることなく、第1の平面導光路165と同一平面構成内に位置することが
できる。
【００４４】
　いくつかの実施態様では、第1の平面導光路165および第2の平面導光路135の一方または
両方が、光転向構成(図示せず)を含むことができる。たとえば、第2の平面導光路135は、
光源131から受光される光を、前面167に対して直交する実質的な成分を有する方向に反射
する、微細構造または格子の1つまたは複数を有する光転向構成を含むことができる。た
とえば、回折によって光を転向させるホログラフィックフィルムおよび表面レリーフ格子
、または散乱によって光を転向させる表面粗さを含む、他の光転向デバイスも本開示にお
いて考えられる。
【００４５】
　ここで図2の詳細Aを参照すると、光142が、第1の平面導光路165を通り抜け、物体150と
相互作用することができる。物体150は、第1の平面導光路165の上面167と少なくとも部分
的に光学的に接触している。物体150は、ユーザの指もしくは他の付属物とすることがで
きるか、または可視光もしくはIR光カメラによって検出可能なバーコード識別子もしくは
暗号透かしを含むドキュメントもしくは電子的に表示される画像のような、撮像されるべ
き別の物体とすることができる。光142と物体150との相互作用から散乱光146が生じる。
散乱光146のうちの一部は、光線追跡146(0)によって示されるように、第1の平面導光路16
5によって内部反射されることなく、カメラ133に進み、カメラ133によって検出すること
ができる。散乱光146のうちの少なくとも一部が、TIRを受ける場合がある。たとえば、光
線追跡146(1)によって示されるように、散乱光146のうちの一部が、カメラ133によって検
出される前に、一度だけ内部反射を受ける場合がある。散乱光のうちの一部は、カメラ13
3によって検出される前に、2回、3回または4回以上の内部反射を受ける場合があることは
理解されよう。カメラ133は、検出された光の画像データをプロセッサ1004(図1)に出力す
ることができる。図2の詳細Aをさらに参照すると、カメラ133は、光軸134を有するレンズ
132を含むことができることに留意されたい。いくつかの実施態様では、カメラ133は、光
軸134が前面167と概ね平行であるように配置することができる。
【００４６】
　物体150が、ユーザの指または親指のような人の指である場合、検出された光の画像デ
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ータは指紋を含むことができる。より詳細には、いくつかの実施態様では、光源131から
の光が、前面167と光学的に接触している指の表面と相互作用することが考えられる。指
の皮膚隆線(skin ridge)が前面167と接触するとき、皮膚隆線が光を第1の平面導光路165
の中に散乱させる。散乱光146(i)は、カメラ133に導光され、次いで、検出される。指の
皮膚隆線間のくぼみは第1の平面導光路165と光学的に接触していないので、そのようなく
ぼみによって散乱する少なくとも大部分の光はTIRを受けず、結果としてカメラ133に達し
ない。結果として、これらの隆線は、カメラ画像内の明るいエリアに対応し、くぼみは暗
いエリアに対応することができる。
【００４７】
　図3は、本明細書で開示されている技法を用いて取得されたカメラ画像の一例を示す。
図3では、より詳細には、カメラ133によって取得されるような、シミュレートされた指紋
の画像が示される。したがって、プロセッサ1004は、カメラ133から、ユーザの指紋の画
像、ならびにユーザがタッチした位置を受信することができる。プロセッサによって実行
されるコンピュータアルゴリズムは、ユーザの身元を特定するか、ユーザが認定ユーザで
あることを認証するか、または別の方法で指紋を分類するように指紋画像を解釈すること
ができる。
【００４８】
　いくつかの実施態様では、ユーザは、電子ディスプレイ100のタッチスクリーンインタ
ーフェースを通して、ソフトウェアおよびコンピュータアプリケーションとやりとりする
。結果として、ユーザは、定期的にディスプレイにタッチしている場合がある。本明細書
において開示される指紋検出技法は、ユーザがタッチすることによって電子ディスプレイ
100とやりとりしている期間中に、絶えず、または間隔を置いて実行することができる。
結果として生成されるユーザ身元情報は、種々のやり方で使用される場合がある。たとえ
ば、何人かの個々のユーザのそれぞれに関連付けられる特有のアプリケーションプロファ
イルに応答して、および/またはそのような個々のユーザの使用履歴および選好に応答し
て、たとえば、ユーザに合わせたコンテンツを提示できることが考えられる。いくつかの
実施態様では、プロセッサは、電子ディスプレイにユーザの秘密情報を提示させるように
、もしくは電子ディスプレイがユーザの秘密情報を提示できるように、または電子ディス
プレイに既知のユーザ選好に基づいて、もしくは最近のユーザ活動に基づいてコンテンツ
を提示させるように、もしくは電子ディスプレイが既知のユーザ選好に基づいて、もしく
は最近のユーザ活動に基づいてコンテンツを提示できるように構成することができる。さ
らに、連続したセキュリティ認証が提供される場合があり、および/または電子ディスプ
レイ100と同時にやりとりしている複数のユーザが追跡される場合がある。
【００４９】
　先に示されたように、電子ディスプレイ100の表示エリア101は、光学撮像エリア(指紋
読取エリア)102を含むことができる。いくつかの実施態様では、指紋読取エリア102は、
表示エリアと実質的に同じ広がりを有することができる。いくつかの実施態様では、指紋
読取エリア102は、指紋検出に応答することが意図される表示エリアの特定の部分のみを
含むことができ、その特定の部分のサイズは表示エリアより小さい。たとえば、指紋検出
がそのエリアにおいて行われることをユーザに知らせるために、アプリケーションによっ
て表示エリア101内に提示される、電子ディスプレイ100上の仮想ボタンが存在する場合が
ある。その代わりに、またはそれに加えて、画面のエッジまたは隅付近に、タッチされる
ときに認証を実行する特定のエリアが存在する場合がある(たとえば、ユーザによってタ
ッチされるときに、電子ディスプレイ100上に提示されるグラフィカルユーザインターフ
ェースの「開始」ボタンまたはメニューボタンが、ユーザの身元のチェックを開始するこ
とができる)。
【００５０】
　図2の詳細Aを再び参照すると、2つの光線追跡146(0)および146(1)が示されるが、物体1
50の画像の複数の個別の反射がカメラ133によって検出される場合があることは理解され
よう。これらの複数の個別の反射の生成は、本明細書において万華鏡効果と呼ばれる場合
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がある。図4は、本明細書で開示されている技法を用いて取得された別のカメラ画像の一
例を示す。より詳細には、図4は、カメラ133の視野の中央に1本の指でタッチした場合の
カメラ133からの一例の画像を示す。図示される例では、タッチの直接の画像は位置401に
ある。位置401の上方および下方にある画像データは、物体150とカメラ133との間で1回ま
たは複数回の内部反射を受けた光線から生じる。
【００５１】
　図5は、万華鏡効果の一例を示す。より詳細には、図5は、カメラ133によって記録され
た複数の画像がそれぞれ、それぞれの仮想物体位置に関連付けることができる異なる角度
において物体150から散乱する光にいかに対応するかを示す。たとえば、画像i150は、物
体150の直接画像に対応する。画像iv1は、1回の内部反射を受けた光線からの結果として
生じ、仮想物体位置v1に対応する。画像iv2は、2回の内部反射を受けた光線からの結果と
して生じ、仮想物体位置v2に対応する。いくつかの実施態様では、コンピュータアルゴリ
ズムは、異なる指紋を認識または分類するためのさらなる次元の情報(従来の指紋読取装
置では入手できない)を取得するために指隆線散乱の角度情報を使用することができる。
たとえば、さらなる情報を用いて、指隆線の3Dプロファイルの近似を再構成することがで
きる。
【００５２】
　いくつかの実施態様では、カメラ133は、赤外スペクトルと可視スペクトルの両方にお
いて画像を撮影することができ、および/または時系列において複数の画像を取り込むこ
とができる。スペクトル情報および/または時間情報を用いて、生きている人間の実際の
指であるか否かを判断することになる、物体の「生存性」試験を実行することができる。
たとえば、パルスオキシメトリ、心拍数、皮膚色、グルコース組成などを特定するアルゴ
リズムを、空間的および/または時間的情報および信号強度に適用することができる。
【００５３】
　いくつかの実施態様では、カメラ133は、熱赤外線波長に対する感度が高い1つまたは複
数のピクセルを有することができる。その代わりに、またはそれに加えて、電子ディスプ
レイ100の周辺部に1つまたは複数の熱赤外線センサを配置することができる。そのような
実施態様では、照明から反射されるのではなく、熱赤外線において皮膚によって放射され
る光を、生存性試験のために使用することができる。
【００５４】
　いくつかの実施態様では、指紋認識または分類を改善するために、カメラ画像にフィル
タリングおよびコントラスト向上/画像鮮明化アルゴリズムを適用することができる。そ
の代わりに、またはそれに加えて、複数の反射のそれぞれの重なり合う部分を分離するた
めに、指紋パターンに逆畳み込みアルゴリズムを適用することができる。
【００５５】
　いくつかの実施態様では、解像度を改善するために、および指紋認識または分類を改善
するために、空間、時間および/または位相情報とともに、超解像アルゴリズムを使用す
ることができる。
【００５６】
　いくつかの実施態様では、指紋コントラストまたは光学的結合を高めるために、導光路
の上面に薄膜または表面処理を施すことができる。その代わりに、またはそれに加えて、
システムの感度を改善するために、照明光の強度に変調を加えることができる。
【００５７】
　いくつかの実施態様では、照明光のために、レーザによって生成されるようなコヒーレ
ント光を使用することができる。結果として生成されるスペックルパターンを用いて、た
とえば、システムの感度を改善することができる。
【００５８】
　いくつかの実施態様では、照明光のために偏光を使用することができる。カメラセンサ
は、画像コントラストおよび感度を高め、偏光に対して感度が高い生物学的マーカ(たと
えば、グルコース濃度)を精査する偏光フィルタを含むことができる。
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【００５９】
　カメラは、(皮膚内の生物学的マーカに対応する波長を精査することによって)生存性試
験のために「ハイパースペクトル」フィルタアレイ(赤色、緑色および青色の従来の3色よ
り多くの色または異なる色を有するフィルタ)を含むことができる。
【００６０】
　図6は、別の実施態様による、電子ディスプレイの断面立面図を示す。例示される実施
態様では、電子ディスプレイ600が、第1の平面導光路165の平面下に位置するカメラ133を
含む。たとえば、第1の平面導光路165のエッジに近接してプリズムまたは他の光転向構成
(図示せず)を配置することができる。プリズムまたは他の光転向構成は、散乱IR光146を
カメラ133に向かって変向することができる。
【００６１】
　いくつかの実施態様では、ウェアラブルデバイスが、指紋を認識するとロック解除する
ことができ、および/または遠隔デバイス(たとえば、コンピュータ、車両、ドア、家庭電
化製品、医療デバイスまたは他のデバイス)をロック解除するように構成することができ
る。本明細書において使用されるとき、「ウェアラブルデバイス」という用語の意味は、
ユーザによって着用される場合があるデバイス(たとえば、アームバンド、リストバンド
、胸郭バンドなどによる)、ユーザの皮膚に取り付けられる場合があるデバイス(たとえば
、接着材料による)、およびユーザの人体に少なくとも一時的に埋め込まれる場合がある
デバイスを包含する。図7は、電子ディスプレイが遠隔ロック可能デバイスと通信可能に
結合される構成の簡略化されたブロック図である。電子ディスプレイは、例示される実施
態様において、たとえば、腕時計と同様のサイズおよびフォームファクタを有するウェア
ラブルデバイス700として構成される。電子ディスプレイ700は、表示エリア701と、表示
エリア内に配置される、指紋読取エリア702とを含む。ウェアラブルデバイスは、有線ま
たはワイヤレス通信リンクによって、遠隔ロック可能デバイスと通信可能に結合すること
ができる。ワイヤレス通信リンクは、たとえば、Bluetooh(登録商標)またはIEEE802.11標
準規格に準拠することができる。
【００６２】
　図1および図2との関連で先に説明された実施形態と同様に、電子ディスプレイ700は、
受光された散乱光を検出する少なくとも1つの光検知素子(図示せず)を含むことができ、
受光された散乱光は、光と、指紋読取エリア702と光学的に接触して位置するユーザの指
との相互作用から生じる。光検知素子は、プロセッサ(図示せず)に指紋画像データを出力
することができる。プロセッサは、ウェアラブルデバイス700と通信可能に結合すること
ができ、ウェアラブルデバイス700に組み込まれるにしても、組み込まれないにしても、
指紋画像データに基づいてユーザの生体認証を行うように構成することができる。プロセ
ッサは、遠隔ロック可能デバイスに、生体認証後にロックさせるか、またはロック解除さ
せることができる。
【００６３】
　図8は、いくつかの実施態様による、指紋画像データを取得するためのプロセスフロー
図である。電子ディスプレイは、プロセス800を実行するように構成することができる。
いくつかの実施態様では、光検知素子133および指紋読取エリア102を含む電子ディスプレ
イ100を、プロセッサ1004と協働してプロセス800を実行するように構成することができる
。プロセス800は、ブロック801において、光検知素子を用いて、受光された散乱光を検出
することにより開始することができる。受光された散乱光は、光とユーザの指との相互作
用から生じる場合があり、指は電子ディスプレイの指紋読取エリアと少なくとも部分的に
光学的に接触している。
【００６４】
　ブロック803において、光検知素子は、プロセッサに指紋画像データを出力することが
できる。オプションで、プロセッサは、ブロック805において、ユーザが電子ディスプレ
イの認定ユーザであるか否かを判断することができる。たとえば、プロセッサは、光検知
素子から受信された指紋画像データと、既知のユーザおよび/または認定ユーザの指紋画
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像データとの間の比較を行うことができる。オプションで、プロセッサは、ブロック807
において、指紋画像データに基づいて、ユーザの生体認証を行うこともできる。たとえば
、光検知素子によって出力される指紋画像データは、ユーザの身元を認証するために、既
知の指紋画像のデータベースと比較することができる。
【００６５】
　このように、電子デバイスのユーザの生体認証を提供するための改善された技法が開示
されてきた。本開示において説明された実施態様に対する種々の変更形態が、当業者には
容易に明らかになる場合があり、本明細書において規定された一般原理は、本開示の趣旨
または範囲から逸脱することなく、他の実施態様に適用することができる。したがって、
特許請求の範囲は、本明細書において示されている実施態様に限定されることを意図する
ものではなく、本開示、本明細書において開示される原理および新規の特徴と一致する最
も広い範囲を与えられるべきである。
【００６６】
　本明細書で使用されるとき、項目のリストのうちの「少なくとも1つ」を指す語句は、
単一の部材を含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはc
のうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a-b、a-c、b-c、およびa-b-cを包含することを意
図している。
【００６７】
　本明細書において開示される実施態様に関連して説明された種々の例示的なロジック、
論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムプロセスは、電子ハードウェア、コ
ンピュータソフトウェアまたは両方の組合せとして実施することができる。ハードウェア
およびソフトウェアの互換性が、概して機能の観点から説明されており、上記の種々の例
示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路およびプロセスにおいて例示されてきた。
そのような機能がハードウェアにおいて実施されるか、ソフトウェアにおいて実施される
かは、システム全体に課される特定の適用例および設計制約によって決まる。
【００６８】
　本明細書において開示された態様に関連して説明された種々の例示的なロジック、論理
ブロック、モジュール、および回路を実施するために使用されるハードウェアおよびデー
タ処理装置は、汎用のシングルチップもしくはマルチチッププロセッサ、デジタルシグナ
ルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートア
レイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはト
ランジスタロジック、ディスクリートハードウェア構成要素、または、本明細書において
説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実施または実
行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるか、また
は任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラもしくはステートマシ
ンとすることができる。また、プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、た
とえば、DSPおよびマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと
一体化した1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成と
して実施することもできる。いくつかの実施態様では、特定のプロセスおよび方法は、所
与の機能に特有の回路構成で実行することができる。
【００６９】
　1つまたは複数の態様では、説明された機能は、本明細書において開示された構造およ
びそれらの構造的均等物を含む、ハードウェア、デジタル電子回路構成、コンピュータソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実施することができ
る。また、本明細書において説明される主題の実施態様は、1つまたは複数のコンピュー
タプログラムとして、すなわち、データ処理装置によって実行するか、またはデータ処理
装置の動作を制御するための、コンピュータ記憶媒体上に符号化されたコンピュータプロ
グラム命令の1つまたは複数のモジュールとして、実施することができる。
【００７０】
　それらの機能は、ソフトウェアにおいて実施される場合、1つまたは複数の命令または
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コードとして、非一時的媒体などのコンピュータ可読媒体上に記憶することができるか、
コンピュータ可読媒体を介して送信することができる。本明細書において開示された方法
またはアルゴリズムのプロセスは、コンピュータ可読媒体上に存在する場合があるプロセ
ッサ実行可能ソフトウェアモジュールにおいて実施することができる。コンピュータ可読
媒体は、ある場所から別の場所にコンピュータプログラムを転送できるようにする任意の
媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータ
によってアクセスされる場合がある任意の入手可能な媒体とすることができる。限定では
なく例として、非一時的媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスク記憶
装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデー
タ構造の形式で所望のプログラムコードを記憶するために使用される場合があり、コンピ
ュータによってアクセスされる場合がある任意の他の媒体を含むことができる。また、任
意の接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ぶことができる。本明細書において使用され
るときに、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)(disc)、レ
ーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(DVD)(disc)、フロッ
ピーディスク(disk)、およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常
、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上
記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。さらに、方法また
はアルゴリズムの動作は、コードおよび命令のうちの1つもしくは任意の組合せまたはセ
ットとして、コンピュータプログラム製品に組み込まれる場合がある機械可読媒体および
コンピュータ可読媒体上に存在することができる。
【００７１】
　さらに、図を説明しやすくするために、「上側の」、「下側の」という用語が用いられ
ることがあるが、それらの用語は、適切に向けられたページ上の図の向きに対応する相対
的位置を示しており、実施されたときのデバイスの適切な向きを反映しない場合があるこ
とは、当業者は容易に理解されよう。
【００７２】
　本明細書において別々の実施態様の文脈で説明されるいくつかの特徴は、単一の実施態
様において組み合わせて実施することもできる。逆に、単一の実施態様の文脈で説明され
る種々の特徴も、複数の実施態様において、別々に実施することができるか、または任意
の適切な部分的組合せにおいて実施することができる。さらに、特徴は、特定の組合せに
おいて役割を果たすものとしてこれまで説明され、さらには最初にそのようなものとして
特許請求される場合があるが、特許請求される組合せからの1つまたは複数の特徴は、場
合によっては組合せから削除することができ、また、特許請求される組合せは、部分的組
合せまたは部分的組合せの変形形態を対象とする場合もある。
【００７３】
　同様に、動作は、特定の順序において図面に示されているが、これは、そのような動作
が図示された特定の順序において、または順次に実行されることを必要とするか、または
、所望の結果を達成するためにすべての示された動作が実行されることを必要とするもの
と理解されるべきではない。さらに、図面は、1つまたは複数の例のプロセスをフロー図
の形で概略的に示す場合がある。しかしながら、概略的に示されている例のプロセスには
、図に示されていない他の動作を組み込むことができる。たとえば、例示される任意の動
作の前に、後に、動作と同時に、またはこれらの動作間に、1つまたは複数の追加動作を
実行することができる。特定の状況では、マルチタスク処理および並列処理が有利な場合
がある。さらに、上記の実施態様における種々のシステム構成要素の分割は、すべての実
施態様においてそのように分割する必要があるものと理解すべきではなく、説明されるプ
ログラムコンポーネントおよびシステムは、一般に、単一のソフトウェア製品内に共に統
合することができるか、または複数のソフトウェア製品の中にパッケージすることができ
ることを理解されたい。さらに、他の実施態様も以下の特許請求の範囲内にある。場合に
よっては、特許請求の範囲において列挙される動作は、異なる順序において実行すること
ができ、それでも望ましい結果を達成することができる。
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【符号の説明】
【００７４】
　　100　電子ディスプレイ
　　101　表示エリア
　　102　光学撮像エリア、指紋読取エリア
　　131　光源
　　132　レンズ
　　133　光検知素子、感光素子、カメラ
　　134　光軸
　　135　第2の平面導光路
　　142　光
　　145　ディスプレイ層
　　146　散乱光
　　146(i)　散乱光
　　146(0)　光線追跡
　　146(1)　光線追跡
　　150　物体
　　165　ディスプレイカバーガラス、第1の平面導光路
　　167　前面、上面
　　401　位置
　　600　電子ディスプレイ
　　700　ウェアラブルデバイス
　　701　表示エリア
　　702　指紋読取エリア
　　800　プロセス
　　1004　プロセッサ
　　iv1　画像
　　iv2　画像
　　v1　仮想物体位置
　　v2　仮想物体位置



(19) JP 6623171 B2 2019.12.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 6623171 B2 2019.12.18

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(21) JP 6623171 B2 2019.12.18

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３１３　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３３６Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３３６Ｅ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３６６Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３６６Ｇ        　　　　　

(72)発明者  サフィ・カーン
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライヴ・５７７
            ５
(72)発明者  エフゲニー・ペトロヴィチ・グーセフ
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライヴ・５７７
            ５
(72)発明者  ラッセル・ウェイン・グルールケ
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライヴ・５７７
            ５
(72)発明者  イン・ジョウ
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９５０１４・クパチーノ・バーバラ・レーン・１０１５２
(72)発明者  フランク・フレデリク・ヴェッケル
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライヴ・５７７
            ５

    審査官  笠田　和宏

(56)参考文献  特開２００３－３２３６０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２５８８９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０３００３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０５２１５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０４１６５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６９５６６０８（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              　ＩＰＣ　　Ｇ０６Ｆ　　３／０１
              　　　　　　　　　　　　３／０３　　－　　３／０４８９
              　　　　　　　　　　　２１／００
              　　　　　　　　　　　２１／３０　　－　２１／４６
              　　　　　　Ｇ０６Ｔ　　１／００
              　　　　　　　　　　　　１／６０
              　　　　　　　　　　　　７／００
              　　　　　　Ｇ０９Ｆ　　９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

